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議長 

 

議事に入ります。次第に沿って順次進めてまいりますので、議事が円滑

に進みますようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、審

議を行います。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局長 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。 

【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長 

 

それでは、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３

－１について審議を行います。 

なお、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３－１

については、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５

－１について、関連する事項がございますのであわせて審議したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

  【異議なしの声あり】 

 

議長  異議なしの声をいただきました。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局長  議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－１につ

いて、ご説明いたします。 

【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長  それでは、案件ごとに審議を行います。 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３－１につ

いて及び議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－

１について審議いたします。 

整理番号３－１について及び整理番号５－１について、地区担当委員の

浅見豊樹推進委員より現地調査報告をお願いいたします。 

 

推２番 

 

 

 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についての整理番号３

－１について、８月１５日に小川英之委員と現地調査しましたので、その

状況を報告します。 

申請地は、大字坂石字梨本地内にある畑２筆、面積７０２㎡です。 
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農地の現況は、先日除草していることを確認しており、現在は保全管理

されております。                               

譲受人は、申請地を取得し農業経営を開始するために申請されるとのこ

とです。 

譲受人からは、申請地における作付け計画書が提出されており、トマト・

ナス・ピーマンなどの露地野菜のほか、ユズ・カキ・クリなどの果樹を作

付けするとのことです。 

また、通作については１分以内ですので、特段問題はないと考えます。 

以上のことから、現地調査を行ったところでは、譲受人への所有権移転

については、適当であると考えます。 

次に議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－１

について、８月１５日に小川英之委員と現地調査しましたので、その状況

を報告します。 

申請地は大字坂石字梨本地内にある畑１筆、面積２．７８㎡です。 

農地の現況ですが、先日除草していることを確認しており、現在は保全

管理されております。 

周辺農地への影響は特段ないものと考えられます。 

以上、現地調査においてこの農地転用許可申請は適当であると考えま

す。 

説明は以上です。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 

 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３－１に

ついて補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況につきましては、浅見豊樹推進委員の説明のとおりです。 

譲受人は現在、愛知県名古屋市内の賃貸マンションにて妻と２人で居住

をしています。 

譲受人の農作業の経験については、３年以上の経験があります。 

譲受人からは今回、トマト・ナス・ピーマンなどの露地野菜のほか、ユ

ズ・カキ・クリなどの果樹の作付け計画が提出されております。 

また、通作に関してですが、自宅に隣接しておりますので問題はありま

せん。 

こうしたところから、申請農地を譲り受けるため申請するものです。 

申請年月日は、令和６年８月５日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、審査基準のうち該当する５つについて御説明します。 

１つ目、申請農地の小作人の有無については、特にございません。 

２つ目、機械の所有状況ですが、耕耘機１台を導入予定です。 
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３つ目、生産法人関係なので、該当ありません。 

４つ目、権利を取得する者が常時農作業に従事すると認められ、３条２

項４号には該当しません。 

５つ目、申請人が権利取得後に、農地の集団化、効率化、その他周辺農

地への支障は生じないものと考えられます。 

なお、今回の申請につきましては、農地法第５条の申請と併せて申請を

しております。 

続きまして、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号

５－１について補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況については浅見豊樹推進委員の説明のとおりです。 

申請人は現在、愛知県名古屋市内の賃貸マンションにて妻と２人で居住

をしております。 

申請人であるご主人は、勤務先が全国にわたって転勤を行う可能性があ

る勤務先であり、これまでも転勤を繰り返して来られたとのことです。現

在は名古屋市内に勤務をしておりますが、年齢的にも家族の生活の場とし

ての土地や家を持つことを検討するようになり、候補地については第一に

奥さんの実家である日高市に近いこと、また、家庭菜園を行うにあたり無

理のない広さの農地があることを条件として検討していたところ、本申請

地の物件を知り申請をするものです。 

申請人については、しばらくの間は単身赴任で名古屋市内に勤務を続け

ることとなり、奥さんについては申請地を拠点として自営業を今後も継続

することが可能であるとのことです。 

なお、今回の申請については、農地法第３条の申請と合わせて申請をし

ております。 

申請年月日は、令和６年８月５日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について説明します。 

農地区分は、第２種農地に該当します。 

次に、転用に関する８つの審査基準についてご説明します。 

１つ目、転用行為に必要な資力信用ですが、今回の申請に関して土地購

入費に対し、全額自己資金にて対応するとのことで関係書類等の確認をし

ております。 

２つ目、利害関係人の同意ですが、本申請地について、小作人等はおり

ません。 

３つ目、許可後の実効性ですが、聞き取り等から判断して、実効されな

いということはないと考えております。 

４つ目、申請事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分の

見込みですが、特段各課から指示等はございません。 

５つ目、他の土地と一体利用の見込みですが、該当はありません。 
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６つ目、利用面積ですが、配置図等から判断して妥当と考えます。 

７つ目、聞き取り等から、当事業が造成のみで、事業に供されないこと

はないと考えております。 

８つ目、周辺農地への影響ですが、特段問題ないと考えております。 

補足説明は以上です。 

 

議長 同行して調査していただいた小川英之委員、何かございますか。 

 

５番 浅見豊樹推進委員と同様の意見です。 

 

議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。 

担当委員、推進委員の現地調査報告及び事務局から補足説明のあった議

案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３－１及び議案

第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－１について、何

かご意見、ご質問等ございますか。 

 

６番  申請地付近における鳥獣被害などは大丈夫なのでしょうか。 

 

５番  周辺の畑では電気柵などが設置されています。 

 

事務局  代理人より鳥獣対策として電気柵などの必要な措置を取ることを確認

しています。 

 

８番  農地法第３条取得予定地の畑１筆は不整形で利用しづらいと思われま

す。利用が出来ずに花壇などに転用される恐れがあると思われますがいか

がでしょうか。 

 

事務局  今回、柚などの果樹を作付けする計画が出されていますし、代理人を通

じて申請人には指示します。 

 

議長  他にご質問ございますでしょうか。 

 

  【なしの声あり】 

 

議長 

 

他に無いようでしたら、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請

の整理番号３－１について、許可するものとして賛成の方は挙手を願いま

す。 

 

 【全員挙手】 
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議長 

 

 

 

全員賛成でございますので、本件については許可するものとします。 

続きまして、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号

５－１について許可すべきものとして賛成の方は挙手願います。 

 【全員挙手】 

 

議長  全員賛成でございますので、本件については許可すべきものとし、意見

書を付して県に進達いたします。 

 続きまして、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について審

議を行います。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－２につ

いて、ご説明いたします。 

【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長 それでは、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５

－２について審議いたします。 

整理番号５－２について、地区担当委員の須田重雄推進委員より現地調

査報告をお願いいたします。 

 

推６番 議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－２につ

いて、８月２０日に大河原佐智子委員と現地調査しましたので、その状況

を報告します。 

申請地は大字小岩井字堂平地内にある畑１筆、面積５３６㎡です。 

農地の現状は、保全管理されております。 

周辺農地への影響ですが、特段の問題はないと考えます。 

現地調査においては、この農地転用許可申請は適当であると考えており

ます。 

説明は以上です。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－２につ

いて補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況については、須田重雄推進委員の説明のとおりです。 

申請人は、土地所有者の管理が行き届かない土地を対象に、所有者に代
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わって雑草の除草や樹木の剪定などの管理を行う不動産管理業を営んで

おります。除草や伐採などの作業にて発生する刈った草や枝などの置場が

必要であり、現在は大字永田地内の土地を借用して資材置場としていま

す。しかしながら、本年初頭、貸主から本年末日を持って賃貸借契約の更

新をしない旨の告知を受けたことから、貸主に土地の購入の打診をしまし

たが、売却の意向がないことを告げられました。 

このことから、事務所からの交通の利便性や現在の資材置場と同程度の

規模であり、また、騒音や悪臭等の苦情が少ないと思われる市街化調整区

域において候補地を検討しておりました。 

そのような折、本年４月、本申請地において除草等の作業依頼を受けた

際に土地所有者に相談をしたところ、土地の譲り渡しについて承諾をいた

だくことができました。 

今回の申請地であれば距離的にも現在の資材置場と遜色がなく、利便性

もよいことから、今回の申請地を資材置場の敷地としたく申請するもので

す。 

申請年月日は、令和６年８月５日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について説明します。 

農地区分は、第２種農地に該当します。 

次に、転用に関する８つの審査基準についてご説明します。 

１つ目、転用行為に必要な資力信用ですが、今回の申請に関して土地購

入費に対し、全額自己資金にて対応するとのことで関係書類等の確認をし

ております。 

２つ目、利害関係人の同意ですが、本申請地について、小作人等はおり

ません。 

３つ目、許可後の実効性ですが、聞き取り等から判断して、実効されな

いということはないと考えております。 

４つ目、申請事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分の

見込みですが、特段各課から指示等はございません。 

５つ目、他の土地と一体利用の見込みですが、該当はありません。 

６つ目、利用面積ですが、配置図等から判断して妥当と考えます。 

７つ目、聞き取り等から、当事業が造成のみで、事業に供されないこと

はないと考えております。 

８つ目、周辺農地への影響ですが、特段問題ないと考えております。 

補足説明は以上です。 

 

議長 同行して調査していただいた大河原佐智子委員、何かございますか。 

 

３番 須田重雄推進委員と同様の意見です。 
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議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。 

担当委員、推進委員の現地調査報告及び事務局から補足説明のあった議

案第２号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－２について、  

何かご意見、ご質問等ございますか。 

 

６番  資材を搬入するために使用すると思われる道路が狭く使いづらいので

はないでしょうか。 

 

事務局 図面に記載されている「第１地区第５３７号線」を利用するのではなく、

「第１地区第２６０２号線」を利用するため特段問題ないと思われます。 

 

議長  他にご質問ございますでしょうか。 

 

  【なしの声あり】 

 

議長 他に無いようでしたら、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請

の整理番号５－２について許可すべきものとして賛成の方は挙手願いま

す。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 全員賛成でございますので、本件については許可すべきものとし、意見

書を付して県に進達いたします。 

続きまして、議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書につ

いて審議いたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局長 議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書について説明いた

します。 

【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長 それでは、審議を行います。 

本案件について、担当農業委員及び推進委員にも調査をしていただいて

おります。河野和昭推進委員が本日欠席のため、新井安典委員に調査報告

をお願いします。 

 

９番  議案第３号相続税の納税猶予に関する適格者証明書の申請番号１につ

いて、８月２０日に河野和昭推進委員とともに現地調査しましたので、そ



 8 

の状況を報告します。 

申請地は、大字双柳字下宿地内にある畑１筆、面積４３３㎡で、現況は、

里芋、きゅうり、ネギなどの露地野菜が作付けされていました。 

相続人は、大字双柳で農業経営をしています。 

相続人の農作業への従事状況は、常時従事していることから、申請地取

得後も農作業に従事すると考えられます。 

また、通作については自宅に隣接とのことです。 

以上のことから、現地調査を行ったところでは、相続人の相続税の納税

猶予に関する適格者証明書を発行することについては、適当であると考え

ます。 

現地調査の報告を終わります。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第３号 相続税納税猶予に関する適格者証明願いの受付

番号租税７０－１番について補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

租税特別措置法第七十条の六により、農業を営んでいた被相続人又は特

定貸付けを行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続

や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合には、

一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による

価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相

続人が農業の継続又は特定貸付けを行っている場合に限り、その納税が猶

予されます。 

ここにおける農地等とは、農地法第３２条第１項の遊休農地に該当しな

い農地であって、市街化区域においては都市計画法第８条第１項第１４号

に掲げる生産緑地地区内にある農地、又は都市計画法第７条第１項に掲げ

る市街化区域以外の農地に該当するものを指します。 

申請地は相続人の住宅と隣接しており、計４３３㎡の農地法第３２条第

１項の遊休農地に該当しない都市計画法第８条第１項第１４号に掲げる

生産緑地地区内にある農地です。 

現地については、キュウリ、サトイモ、ネギなどの露地野菜が作付けさ

れており、良好に管理しております。 

申請年月日は、令和６年７月 8日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、租税特別措置法に基づく適格者証明の検討事項について説明しま

す。 

１つ目、被相続人が国税庁発出の農業相続人が農地等を相続した場合の

納税猶予の特例２の（１）のいずれかに該当するかですが、イの死亡の日

まで農業を営んでいた人に該当します。 
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２つ目、相続人が国税庁発出の農業相続人が農地等を相続した場合の納

税猶予の特例２の（２）のいずれかに該当するかですが、イの相続税の申

告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認め

られる人に該当します。 

３つ目、農地が国税庁発出の農業相続人が農地等を相続した場合の納税

猶予の特例２の（３）のいずれかに該当するかですが、イの被相続人が農

業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたも

のに該当します。 

以上のことから、本件は相続税納税猶予に関する適格者証明を交付する

ことで問題ないと考えられます。 

補足説明は以上です。 

 

議長  同行して調査していただいた河野和昭推進委員から何か意見を預かっ

ていますか。 

 

９番 特にございません。 

 

議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。担当委員、推進委員の現地

調査報告及び事務局から補足説明のあった議案第３号 相続税の納税猶

予に関する適格者証明書の整理番号１について、何かご意見、ご質問等ご

ざいますか。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 無いようでしたら、適格者証明書を発行することに賛成の方は、挙手を

願います。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 全員賛成でございますので、本件については適格者証明書を発行するこ

とといたします。 

続きまして、報告第１号農地法第５条の規定による農地転用届出につい

てご確認していただき、質問等あればお願いいたします。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 なしとのことですので、次にその他事項に移らせて頂きます。 

事務局より説明をお願いいたします。 
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 【案件４「その他」に記載】 

 

議長  以上をもちまして、予定されました議案の審議等が全て終了いたしま

したので議長の職を降ろさせていただきます。 

 

事務局  閉会を大野忠司会長職務代理から申し上げます。 

 

会長職務代理 以上をもちまして、令和６年８月飯能市農業委員会総会を閉会しま

す。 

 

 


